	項　目
	枠
	R8～
	R7

	対象者
	(一)
	改正なし

	・若者枠要件に該当しない団体
・若者枠の要件に該当するが、実行性を向上させる事業等は不要と考えている団体、又は自立に向けた取組等を実施したいと考えている団体

	
	(若)
	

	・宮城県内に住民票を置く18～39歳の若者が2名以上、かつ団体構成員の半数以上が若者
・要件に該当しても申請は任意
（一般枠への申請も可）

	対象事業
	(一)
	○被災者支援事業 必須
①地域コミュニティ支援
②孤独・孤立防止

○下記①②の取組 任意
①今後の事業の方向性を明確化させるための取組
②財源の多様化・獲得等により財政的自立、活動自走化を目指す取組
	○被災者支援事業 必須
①コミュニティ支援
②心のケア
③保健・福祉
④教育・子育て

	
	(若)
	○被災者支援事業 必須
一般枠と同様
○下記❶❷の取組 必須
　❶被災者支援事業の実行性を向上させ
るための取組
❷団体内部の体制を整備・強化するた
めの取組
	○被災者支援事業 必須
　一般枠と同様
○実行性・継続性向上事業 必須
専門家等から継続した助言等を受けることで課題解決を図り、実行性・継続性を向上させる事業

	助成
限度額
	(一)
	○被災者支援事業
　全団体…上限 140万円【1年目】
　　　　　     120万円【2年目】
               100万円【3年目】
○①②の取組
全団体…上限30万円【1～3年目】
※ 下限額の設定なし
	○被災者支援事業
　ＮＰＯ法人等…上限 300万円
　　　　　　  　下限　50万円
　任意団体　　…上限 180万円
　　　　　　 　 下限  30万円


	
	(若)
	○被災者支援事業　　一般枠と同額
○❶❷の取組　　　　一般枠と同額

※ 下限額の設定なし
	○被災者支援事業
　ＮＰＯ法人等…上限  330万円
　　 　　　　   下限   55万円
　任意団体    …上限  210万円
　　　　　　    下限   35万円
○実行性・継続性向上事業
全団体…30万円

	対象経費
	(一)
	○被災者支援事業
報酬・賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料・賃借料、その他県が必要と認める経費
○①②の取組
被災者支援事業と同様
	○被災者支援事業
人件費、諸謝金、旅費、消耗品費、光熱水費、広告費・印刷製本費、通信運搬費、賃料及び施設使用料、行事保険料、その他県が必要と認める費用

	
	(若)
	○被災者支援事業　一般枠と同様
○❶❷の取組　　　一般枠と同様
	○被災者支援事業　一般枠と同様
○実行性・継続性向上事業
諸謝金、旅費

	助成率
	9/10【1年目】
1/2 【2年目】
1/3 【3年目】
	10/10以内

	採択回数
	上限３回（R8を１回目としてカウント）
	上限なし


◎制度比較表（令和８年度以降／令和７年度）
